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I 総則 

 

１ 要求水準書の位置づけ 

本書は、福岡市（以下「市」という。）が、「福岡市立西部地域小・中学校特別教室空調整

備 PFI 事業」（以下「本事業」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）

の募集・選定にあたり、入札参加者を対象に交付する「入札説明書」と一体のものとして、

本事業の業務遂行について、事業者に要求する最低限満たすべき水準を示すものである。 

なお、本書における業務水準とは、入札説明書、入札説明書等に関する質問に対する回

答、本書、実施方針、実施方針等に関する質問に対する回答、事業者提案書類、各種共通仕

様書等及び設計図書に記載の内容及び水準をいい、本事業を実施するにあたり満たすべき水

準となる。 

また、空調設備とは、空調機器（室外機及び室内機）、配管設備、自動制御設備、電気設

備及びその他本事業において整備される一切の設備をいう。 

 

２ 本事業の基本方針 

（１）快適で健康的な室内環境の実現 

 児童及び生徒が快適で健康的に学習できる室内環境を提供するとともに、使いやすさ

にも十分配慮した空調環境を実現する。 

 空調設備の設置にあたっては、学校教育活動等への支障をきたさない計画とし、常に

児童、生徒、教職員及び保護者（以下「学校関係者」という。）等の安全に十分配慮

する。 

 福祉避難室としての活用を想定し、災害発生時における空調環境の提供継続に配慮す

る。 

（２）安定したサービス提供のための事業実施計画 

 事業期間中の安定したサービスの提供を確保するため、収支計画、資金調達等におい

て、確実な事業実施が可能となるバランスのとれた計画とする。 

 事業実施にあたっては、妥当性があり、かつ、実施可能なスケジュールを計画する。 

 事業期間にわたる効率的、効果的かつ安定的な本事業の遂行に加え、緊急時にも迅速

かつ適切に対応できる能力及び経験を有する企業による確実な実施体制を構築する。 

（３）リスクへの適切な対応及び事業継続性の確保 

 予想されるリスクを適切に把握し、対応策についてあらかじめ十分な検討を行い、リ

スクを適切に配分することで、事業期間中に発生したリスクに対して的確に対応でき

る方策を講じる。 

 通常の業務実施に加え、重大な契約不適合（設備や施設等が種類又は品質に関して要

求水準や事業契約等の内容に適合しないものを指す。）や故障等のリスク発露時を含

む問題発生時においても機動性を発揮できるよう、確実に事業を継続できる仕組みを

確保する。 
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（４）ライフサイクルコストの縮減 

 空調設備の長寿命化、良好で適切な性能維持、メンテナンスの省力化、エネルギーコ

ストの削減等のほか、初期費用、維持管理費用及び機器更新費用を含めたライフサイ

クルコストの縮減に配慮した空調設備の設置及び維持管理を行う。 

（５）地場企業の活用・地域経済への貢献 

 本事業の実施に伴い、市内業者（福岡市内に本店を有する者をいう。以下同じ。）の

積極的な参画を図り、技術力向上に貢献する。 

 事業者は、本事業の業務の一部を第三者に下請負又は再委託するにあたり、過半数は

市内業者を選定するよう努める等、地域経済への貢献に積極的に取り組む。 

（６）環境への配慮 

 地球温暖化防止のため、効率的なエネルギーの利用、リサイクル材の利用等に努める

とともに、脱炭素社会の実現などのＳＤＧｓの達成に貢献するよう、事業期間を通し

て環境負荷の低減に配慮する。 

 各種書類の作成、管理や会議開催等、事業遂行の様々な場面において ICT 利活用に

よるオンライン化及びペーパーレス化を積極的に図り、効率的な事業実施に努める。 

 学校教育環境、周辺地域環境に対する影響を十分検討した上で、必要な措置を講じ

る。 

 

３ 整備対象施設等 

対象となる施設は、別紙１「対象校一覧」に示す小学校及び中学校（以下「対象校」とい

う。）の特別教室（以下「対象教室」という。）とする。 

 

４ 業務範囲 

本事業は、本書に示された要求水準事項に沿って、事業者が下記の業務を行う。 

（１）  空調設備の設計業務 

（２）  空調設備の施工業務 

（３）  空調設備の工事監理業務 

（４）  空調設備の所有権移転業務 

（５）  空調設備の維持管理業務 

（６）  空調設備の移設等業務 

 

５ 業務実施に係る共通要件 

事業者及び事業者から業務を受託する者等は、以下の事項に従う。 

 互いに打合せを十分に行い、本事業を円滑に進める。 

 本事業の実施場所が小学校及び中学校であることを踏まえ、良好な学校教育環境の維

持に配慮し、市及び学校と十分に協議して本事業を実施する。 

 市又は学校と協議した場合には、その協議記録を作成・保管し、市又は学校からの指

示があるときは、当該協議記録を提出する。 
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 上記以外に、近隣への対応、当該所轄官庁への申請、届出、協議等を行った場合に

は、その協議記録等を作成・保管し、市又は学校からの指示があるときは、当該協議

記録等を提出する。なお、申請書・届出等の副本は、必要に応じて学校に提出するこ

と。 

 学校に立ち入る際は、容易に識別できる服装で腕章等を着用し、業務にあたる。 

 

６ 第三者の使用 

事業者は、空調設備の設計、施工、工事監理及び維持管理の各業務を行うにあたっては、

構成員及び協力企業以外の第三者を使用する場合、事前に市に届け、その承認を得る。 

 

７ 遵守すべき法制度等 

本事業の遂行に際しては、設計、施工、工事監理、維持管理の各業務の提案内容に応じて

関連する以下の法令、条例、規則、要綱（以下「法令等」という。）を遵守し、各種基準、

指針等は、本事業の要求水準と照らし合わせて適宜参考にする（特に記載のないものは国土

交通省大臣官房官庁営繕部監修）。 

なお、以下に記載の有無に関わらず本事業に必要な法令等及び各種基準、指針等を遵守す

ること。適用する法令等及び各種基準、指針等は、各業務着手時の最新版を使用することと

し、事業期間中に変更された場合は、変更後の内容への対応について市及び事業者で協議を

行う。 

 

（１） 法令 

 計量法 

 消防法 

 労働安全衛生法 

 労働基準法 

 労働者災害補償保険法 

 電気事業法 

 騒音規制法 

 振動規制法 

 学校保健安全法 

 建築基準法 

 建築士法 

 建設業法 

 建築物における衛生環境の確保に関する法律 

 エネルギーの使用の合理化等に関する法律 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
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 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

 大気汚染防止法 

 石綿障害予防規則 

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

 高圧ガス保安法 

 ガス事業法 

 液化石油ガスの保安確保及び取引の適正化に関する法律 

 下水道法 

 道路交通法 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

 電気設備に関する技術基準を定める省令 

 

（２） 条例等 

 福岡県建築基準法施行条例 

 福岡市建築基準法施行条例 

 福岡県建築基準法施行細則 

 福岡市建築基準法施行細則 

 福岡市都市景観条例 

 福岡市都市景観条例施行規則 

 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例 

 福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 

 福岡市環境基本条例 

 福岡市火災予防条例 

 福岡市火災予防条例規則 

 福岡市火災予防規程 

 福岡市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則 

 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

 福岡市下水道条例 

 福岡市グリーン購入ガイドライン 

 福岡市暴力団排除条例 

 

（３） 基準・指針等 

 学校環境衛生基準（文部科学省スポーツ・青少年局長通知） 

 公共建築工事標準仕様書 建築工事編 

 公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編 

 公共建築工事標準仕様書 機械設備工事編 

 建築工事標準詳細図 

 公共建築設備工事標準図 電気設備工事編 



5 

 公共建築設備工事標準図 機械設備工事編 

 公共建築改修工事標準仕様書 建築工事編 

 公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編 

 公共建築改修工事標準仕様書 機械設備工事編 

 建築設備設計基準 

 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策研究所、独立行政法人建築研

究所監修） 

 官庁施設の総合耐震計画基準 

 建築工事監理指針 

 電気設備工事監理指針 

 機械設備工事監理指針 

 建築保全業務共通仕様書 

 工事写真の撮り方 建築設備編（公共建築協会編） 

 福岡市建築・設備工事写真撮影要領（福岡市財政局技術監理部技術監理課） 

 内線規程（社団法人 日本電気協会 需要設備専門部会編） 

 高圧受電設備規程（社団法人 日本電気協会 使用設備専門部会編） 

 高調波抑制対策技術指針（社団法人 日本電気協会 電気技術基準調査委員会編） 

 ＬＰガス設備設置基準及び取扱要領（高圧ガス保安協会） 

 建設副産物適正処理推進要綱 

 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針（有害物質含有等製品廃棄物の

適正処理検討会） 

 建築物の解体等に係る石綿飛散対策防止マニュアル（環境省水・大気環境局大気環境

課） 

 建築工事安全施工技術指針 

 建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事編 

 建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処

理技術指針（国立研究開発法人建築研究所） 

 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等にお

ける業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針（厚生労働省） 

 石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル（厚生労働省） 

※ その他本事業の実施にあたり必要となる関係法令 等 

 

８ 本事業のスケジュール 

本事業の主なスケジュールは以下のとおり。 

事業契約締結日 令和３年 12 月下旬 

設計及び施工期間 事業契約締結日～令和４年 12 月 

維持管理期間 引渡し日の翌日～令和 17 年３月 31 日 

事業終了 令和 17 年３月 31 日 
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９ 事業関連資料等の取扱い 

 市が提供する対象校の資料等は、一般公表することを前提としていない情報であるた

め、関係者以外配布禁止とし、取扱いに注意する。 

 事業者は、提供された資料等を本事業に係わる業務以外で使用しない。また、不要に

なった場合には、速やかに返却する。 

 提供された資料等を複写等した場合には、内容が読み取られないように処理した上、

返却時までに全て廃棄する。 
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II 設計業務要求水準 

 

１ 基本事項 

（１）業務の内容 

事業者は、業務水準に基づき、対象校の対象教室における空調設備を整備するために必要

な設計を行う。設計業務には、以下の業務を含む。 

 

 空調設備の設計のための事前調査業務 

 空調設備の施工に係る設計業務（各対象校の設計図書の作成等） 

 その他、付随する業務（（７）に記す業務水準チェックリストの作成及び提出、並び

に調整、報告、申請、検査等。なお、調整業務には、学校との調整も含む。） 

なお、各対象校の配置図及び各階平面図（CAD データ）は市より提供する。 

 

（２）業務の期間 

事業全体のスケジュールに整合させ、事業者が計画する。 

 

（３）設計体制及び管理技術者の配置 

事業者は、設計業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を配置し、設計業務

着手前に市の承認を得る。なお、設計業務の履行期間中において、その者が管理技術者又は

設計担当者として著しく不適当と市がみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じ

る。 

 

① 管理技術者 

 事業者は、業務遂行にあたって、あらかじめ実務経験が豊富な管理技術者を選定し、

その者の経歴及び資格を市に提出し、承認を得る。 

 管理技術者は、設計において、電気設備・機械設備の設計趣旨・内容を総括的に反映

できる者とし、設備設計一級建築士又は建築設備士でなければならない。 

 管理技術者は、「②設計担当者」の「ア 電気設備設計者」又は「イ 機械設備設計

者」を兼ねることができる。 

 

② 設計担当者 

ア 電気設備設計者（次の（ア）～（カ）のいずれかに該当する者） 

（ア） 設備設計一級建築士又は建築設備士で電気設備設計の実務経験を有する者 

（イ） 一級電気工事施工管理技士資格取得後３年以上の電気設備設計実務経験を有する

者 

（ウ） 電気主任技術者資格取得後３年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

（エ） 大学（専門課程）卒業後５年以上の電気設備設計実務経験を有する者 

（オ） 高等学校（専門課程）卒業後８年以上の電気設備設計実務経験を有する者 
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（カ） 上記（ア）～（オ）のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認めら

れる者 

イ 機械設備設計者（次の（ア）～（カ）のいずれかに該当する者） 

（ア） 設備設計一級建築士又は建築設備士で空調設備設計の実務経験を有する者 

（イ） 一級管工事施工管理技士資格取得後３年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

（ウ） 空気調和・衛生工学会の設備士資格取得後３年以上の空調設備設計実務経験を有

する者 

（エ） 大学（専門課程）卒業後５年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

（オ） 高等学校（専門課程）卒業後８年以上の空調設備設計実務経験を有する者 

（カ） 上記（ア）～（オ）のいずれかの者と同等以上の知識及び経験を有すると認めら

れる者 

 

（４）設計計画書の提出 

事業者は、設計業務着手前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、市の承諾を得る。 

 

（５）設計内容の協議 

設計にあたっては、市と協議し行う。協議の方法、頻度など業務の詳細については事業者

の提案による。 

また、市との協議内容については、協議記録を作成し、相互に確認する。 

 

（６）設計変更 

市は、必要があると認めた場合、事業者に対し設計の変更を要求することができる。この

場合の手続き及び費用負担等は事業契約書で定める。 

 

（７）業務の報告及び書類・図書等の提出 

事業者は、設計計画書に基づき定期的に市に対して設計業務の進捗状況の説明及び報告を

行うとともに、別紙２「提出書類一覧表（設計業務）」に示す書類・図書等について様式を

含めて作成の上、市に提出し、承諾を得る。 

なお、設計に関する書類・図書等の著作権は市に帰属する。 

 

２ 設計業務の基本方針 

本事業の目的及び基本方針を踏まえ、設計業務の実施にあたっては以下の方針に基づき業

務を行う。なお、以下の項目以外にも、良好な学校教育環境を確保するための配慮を行う。 

 

（１）空調設備の性能（効率性、快適性、操作性、安全性への配慮） 

 空調設備の性能（仕様、台数等）の決定にあたっては、事業期間にわたって、児童、

生徒及び教職員等に対し、快適で健康的な室内環境を提供することに配慮する。 
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 導入される機材の配置や仕様、施工の時期、期間、方法等を十分に検討し、学校関係

者等の安全確保に留意する。 

 各学校の敷地条件の違いに配慮した計画とし、機器の設置にあたっては、学校教育環

境及び学校周辺地域への影響（騒音、振動、温風、臭気等）に配慮する。 

 空調設備の機器選定や運用にあたっては、教職員による容易な管理・取扱いに配慮す

る。 

 各対象の敷地形状、校舎・教室の配置等に留意の上、適切な機器及びエネルギー方式

の選定、設置を行う。なお、使用するエネルギーは、電気、都市ガス及び液化石油ガ

スとする。 

 空調設備及び使用するエネルギーについて、地震、洪水、津波、土砂等の自然災害発

生時において、空調環境の提供を継続できるよう配慮する。なお、具体的な配慮事項

の検討や配慮すべき対象校及び対象教室の選定にあたっては、福岡市防災マップ・各

種ハザードマップにより優先度などを確認すること。 

 室外機等は地上設置とし、屋上及び外壁等、校舎に荷重をかけて設置することは不可

とする。また、地上部分に設置する面積が可能な限り小さくなるよう考慮し、校内の

有効スペース確保に留意する。 

 室外機及び配管設備等の設置に際して、樹木や植栽、花壇、排水溝、散水栓等の植栽

その他既存施設等のある場所、並びに「福岡市立西部地域小学校空調整備 PFI 事

業」及び「福岡市立西部地域中学校空調整備 PFI 事業」で設置された機器、配管に

影響を及ぼす恐れのある場所への機器等の設置を原則回避するように設計する。ただ

し、市及び学校と協議し、市及び学校が撤去可能とした植栽その他既存施設等のある

場所については、この限りではない。事業者がこれらの場所に室外機及び配管設備等

の設置を行う場合、市及び学校が撤去可能とした植栽その他既存施設等の撤去にかか

る費用は事業者負担とする。 

また、撤去した植栽その他既存施設等を、市の指示により移設させ又は機能復旧させ

る場合がある。なお、市の指示による移設・機能復旧にかかる費用は別途、市が負担

する。この場合、既存建築物との調和に留意し、景観等にも配慮する。 

 

（２）設計計画、設計体制の妥当性 

 本事業で求める供用開始時期に合わせ、確実にサービス提供が可能となる確実性、妥

当性の高い設計計画・設計体制とする。 

 性能、工期、安全等を確保するため、責任が明確な体制を構築し、全対象校において

統一的な品質管理が可能となるよう配慮する。 

 

（３）フレキシビリティへの配慮 

 将来の改修や改築等に伴う空調設備の移設、増設等に備え、フレキシビリティや汎用

性の確保に十分配慮しながらゆとりある設備とし、設備の移設や復旧が容易、かつ、

速やかに可能となるよう配慮する。 
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 将来、改修・改築工事を行う場合に、当該工事の対象となる諸室以外の対象教室にお

いて、空調環境の提供の中断が生じることのないよう配慮し設計する。 

 

３ 設計業務の要求水準 

（１）空調設備の一般的要件 

① 空調機器 

 機器選定にあたっては、2015 年省エネ基準値対応機種及びグリーン購入法適合機種

等を採用し、機器の性能に関して、消費エネルギー量をより削減し、運用にかかる費

用の負担軽減や環境負荷の低減により貢献するよう配慮を行う。 

 空調設備の運転に関して有資格者等の常駐を必要としない方式を採用する。 

 空調設備は各室単位での個別運転を可能とする。 

 機器の能力は、空調熱負荷計算に基づき決定する。なお、外気温度、室内温度及び配

管長等による機器能力の補正は、実際に使用する機器の能力特性を用いてよい。な

お、設計図書等にはＪＩＳ条件により運転した場合の能力で表記する。 

 同一能力を持つ機種に使用する冷媒が複数選択可能な場合は、原則として、本事業で

使用する冷媒を統一できるよう、主たる冷媒を優先的に使用する。 

 ガスエンジン式の室外機を使用する場合は、臭気低減仕様とする。 

 屋外設置機器の仕様は、海岸線より概ね１km 以内の対象校においては耐塩害仕様、

海岸線より概ね 0.3km 以内の対象校においては重耐塩害仕様とする。また、機器、

配管、電気設備等及びこれらの固定材や支持材等についても塩害対策に配慮する。 

 

② 室内機 

 室内機は天吊型を原則とし、かつ、学校関係者等の安全性、保全性、いたずら防止の

観点から、必要な対策を講じる。 

 機器の能力は、空調熱負荷計算に基づき決定する。 

 室内機は対象教室内の気流や温度分布に十分配慮した台数を適切な位置に設置する。 

 室内機からの吹出気流により、既設感知器が誤作動する恐れがある場合は、感知器の

移設等の必要な措置を事前に講じる。供用開始後に誤報が出た場合、事業者が感知器

の移設（届出等を含む）を行う。 

 対象教室内における室内の騒音レベルは、室中央部の床上１m で 50dB(A)以下（弱

運転時）とする。 

 

③ 配管及び付属品 

 配管等のコンクリート壁の貫通は原則認めない。ただし、構造上支障のない場合は、

この限りではない。 

 配管等が窓ガラスを貫通する場合には、既存ガラスを撤去した上で耐食性のある金属

パネルを取付ける。なお、サッシの改修にあたっては、教室内の採光及び自然換気に

必要な開口部の面積を確保するとともに、非常用進入口に代わる開口部を確保する。
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また、配管等によって既設カーテン等が全閉状態とならなくなった場合は、当該箇所

に開閉可能なカーテンを設置する等、対象教室の冷房エネルギーの削減を図るととも

に適切な光環境を確保する。ただし、カーテン等の維持管理は市が行う。 

 室内機及び室外機からのドレンは、原則として汚水桝に放流する。ただし、室内機か

らのドレン配管に限り、直近の汚水桝への管の勾配が確保できない場合は、雨水側溝

に接続してもよい。なお、ドレン配管を汚水桝等に接続する場合は、エアカットバル

ブ等による防臭・防虫対策を行う。 

 ドレン配管は、壁面等にスペースがない場合は既存のドレン配管に影響がない範囲で

接続することを可とする。ただし、「福岡市立西部地域小学校空調整備 PFI 事業」及

び「福岡市立西部地域中学校空調整備 PFI 事業」において整備されたドレン配管に

接続する場合は、その影響に配慮して施工する。 

 あと施工アンカーは、おねじ形メカニカルアンカー又は接着系アンカーを使用する。

後者を使用する場合は、所定の強度が発現するまで養生を行う。アンカーについて

は、強度の確認、選定計算書及び試験報告書の提出を行う。 

 屋外で使用するボルト等はステンレス鋼製とし、配管支持材についても防食に配慮す

る。 

 屋内外を問わず学校関係者等の手の届く位置にある配管及び保温材等の耐久性、耐衝

撃性に留意する。 

 各対象教室のリモコンは、学校関係者が操作しやすい位置に設置する。 

 リモコンは、ワイヤードリモコンとし、消し忘れの防止が可能となる機能を備えるも

のとする。 

 

④ 電気設備 

 既設デマンド監視装置については設定変更により、デマンド監視が可能となるように

設定すること。 

 デマンドコントローラーを設ける場合は、デマンドコントロール実施時の対象教室の

室温が概ね別紙６「空調環境の標準提供条件」の「運用室内温度」を維持するよう設

定する。 

 圧縮機の電動機出力の合計が 3.7kW 以上のもので定格出力の力率が 90％未満のもの

は、進相コンデンサを設ける。 

 屋外露出配線は厚鋼電線管による金属管配線とし、塗装を施す。 

 屋内露出配線は、原則として電気室などの装置等を設置する場所には耐衝撃性硬質塩

化ビニル電線管配線とし、その他の配線については、金属線ぴ配線とする。 

 電気室・校舎間、校舎・校舎間等を横断する配線は、原則として、地中管路を使用す

るが、対象校の現況に合わせた配線を行ってもよい。ただし、都市景観形成地区内の

対象校は地中管路とする。 

 プルボックスの仕様は、屋内は鋼板製、屋外はステンレス鋼板製（メラミン焼付塗装

又は粉体塗装）とする。ただし、電気室等では樹脂製(HIVE 製)も可とする。 

 漏電遮断器の負荷に対する専用の接地を施す。 
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 空調設備の設置に伴い、既存照明器具を撤去し、新たな器具を設置する場合は、既存

器具の安定器のＰＣＢ分析を行い、結果を報告するとともに、含有のない場合は処

分、含有のある場合は市の指示に従い移管する。 

 

（２）エネルギーの供給に係る要件 

① 一般事項 

 本事業に必要となる電気、ガス等のエネルギーについて、既存の電気設備、ガス設備

等の容量が不足する場合は、電気設備及びガス設備等の増設等を行い、十分な電力供

給及びガス供給等を確保する。 

 

② 電力供給に係る要件 

 変圧器は、対象校にある既存負荷設備（照明、エアコン、ヒーター、ポンプ、調理器

具（冷凍冷蔵庫等）、換気機器、ＯＡ機器等）を調査の上、容量が不足すると想定さ

れる場合は、十分な容量の変圧器に交換又は増設する。なお、現在の変圧器利用率に

本事業による負荷増加分を加味し、利用率が 90％を超えることが想定される場合

は、当該変圧器の交換等を検討すること。また、交換等にあたっては、原則として既

存キュービクル内又は既存電気室内で行うよう努める。新たに既存キュービクル外又

は既存電気室外で増設する場合は、市と協議の上、設置する。 

 設計計算の結果、本事業による負荷増加分を加味した場合においても、分電盤又は制

御盤の一次側幹線の電流容量及び遮断器の遮断容量等に問題がない場合は、既設の分

電盤または制御盤からの分岐を可とする。ただし、「福岡市立西部地域小学校空調整

備 PFI 事業」及び「福岡市立西部地域中学校空調整備 PFI 事業」において整備され

た幹線、分電盤及び制御盤の使用は不可とする。 

 変圧器の交換等に伴う付属機器等の交換や増設は、「Ⅰ・７ 遵守すべき法制度等」の

事項に適合させる。 

 供用開始後に変圧器容量が不足した場合、事業者は速やかに十分な容量の変圧器に交

換等を行う。 

 変圧器及びコンデンサを取り替える場合は、PCB 含有分析を行い、結果を報告する

とともに、含有のない場合は処分、含有のある場合は市の指示に従い移管する。取り

替え又は増設により新規に設置する変圧器は、トップランナー変圧器（2014 年省エ

ネ基準対応機器）を採用する。 

 事業者はキュービクルが校舎内（屋上を含む）に設置されている場合、変圧器の入れ

替え等に伴う総積載荷重等の確認を行う。総積載荷重がキュービクル設置箇所の床の

積載荷重を上回る場合は、使用エネルギーの変更、キュービクルの校舎外への移設等

を行う。 

 

③ ガス供給に係る要件 

 対象校の敷地内に引き込まれた既存の都市ガス管から分岐し、本事業の空調設備に都

市ガスを供給しても、既存のガス設備（ガスを熱源とする全ての既存設備を含む。）
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に影響がない場合は、既存の都市ガス管から分岐することは可とする。ただし、「福

岡市立西部地域小学校空調整備 PFI 事業」及び「福岡市立西部地域中学校空調整備

PFI 事業」において整備された都市ガス管については、当該事業で設置されたガスメ

ーターの一次側都市ガス管で分岐する。 

 液化石油ガスの供給を容器により行う場合は、容器の収納場所として積雪荷重、風圧

力、地震力に十分耐える強度、耐久性及び耐候性のあるもので囲い、容器に児童及び

生徒等が触れられないようにする。 

 液化石油ガス容器の収納場所では、全ての容器および配管、機器類を堅固に固定でき

る構造とする。また、漏えいガスの滞留防止策等を講じる。 

 収納場所には、空調設備のガス消費量と容器のガス発生能力により十分な本数を設置

できる集合装置を設置するものとする。また、自動切替装置や遠隔監視装置によりガ

スの供給が途絶しない配慮を行う。 

 

（３）空調設備の設置方法 

 室外機、配管等の設置にあたっては、設置位置や周辺の利用状況、避難器具降下位置

の状況、近隣地域の状況等を勘案し、必要な安全対策、防球対策、防音対策、防振対

策等を講じる。特に、学校関係者等の安全確保、機器類の保全、いたずら防止の観点

から、室外機、配管に容易に手が触れることのできる箇所では保護カバー等を取り付

ける。 

 使用する室外機等が、騒音規制法等の特定施設に該当しない場合であっても、その騒

音値が学校の敷地境界線上にて当該地域の騒音に係る規制基準値を超える場合には防

音壁等を設置し、当該規制基準値を遵守する。 

 本事業に係る空調設備に関して、既存の機器との区別を明確にするために、色分シー

ル等を堅固に取り付け、標示する。 

 機器及び配管等は、耐震に関する基準・指針等に準じて、大地震動時の水平方向及び

鉛直方向の地震力に対し、落下、移動、転倒、破損等が生じないように固定する。な

お、配管等については、大地震動時の構造体の変形及び地盤との相対変位に追従する

よう考慮する。 

 

（４）計量器の設置 

 対象校ごとに、本事業の空調環境の提供に係る都市ガス消費量を各校の一般消費分及

び他事業の空調設備消費分とは別に計量できるようにする。 

なお、都市ガス以外のエネルギーについても、その消費量を一般消費分及び他事業の

空調設備消費分と別に計量できるよう提案することは妨げない。 

 

（５）空調熱負荷計算条件 

 空調設備の導入に関する空調熱負荷計算は別紙５「設計用屋外・屋内条件」によるほ

か、建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）による。 

 夏季の空調熱負荷計算は、9:00 から 14:00 の時刻を対象とする。 
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 室内発生負荷のうち、照明負荷及び人体負荷以外の内部発熱負荷は、空調熱負荷計算

上、見込まないものとする。 

 隣接(上下方向も含む)する室に空調設備を有する場合であっても、隣接室と当該対象

室の空調設備は同時運転しないものとして空調熱負荷計算を行う。 

 

（６）その他 

 設計にあたっては、既存の建物や設備機器、配管等への影響に十分配慮する。 

 将来の維持管理、機器更新、その他の工事を考慮し設計を行う。 

 対象校において、将来、想定される学校の改修や改築工事等の際、機器の移設や空調

環境の提供の中断が生じないよう、市と十分に協議し、機器の配置や配管ルートを決

定する。また、空調設備の移設等を行った際に、移設・復旧が速やかに可能なよう配

慮する。 
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III 施工業務要求水準 

 

１ 基本事項 

（１）業務の内容 

事業者は、業務水準に基づき、対象校の対象教室における空調設備の施工を行う。施工業

務には、以下のものを含む。 

 

 空調設備の施工のための事前調査業務 

 空調設備の施工業務（施工業務には、当該空調設備の導入に伴う、一切の工事（エネ

ルギー関連の設備・配管の整備、デマンド監視装置の適切な設定）を含む。） 

 その他、付随する業務（（４）に記す業務水準チェックリストの作成及び提出、並び

に調整、報告、申請、検査等。なお、調整業務には、学校との調整も含む。） 

 

（２）業務の期間 

「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に定める施工期間の終了日までとする。 

 

（３）業務体制及び技術者の配置 

事業者は、施工業務を遂行するにあたっては、建設業法の定めを遵守し、以下に示す有資

格者等を配置し、施工業務着手前に市の承認を得る。なお、施工業務の履行期間中におい

て、その者が技術者又は現場担当者として著しく不適当と市がみなした場合、事業者は、速

やかに適正な措置を講じる。 

 

① 技術者及び現場担当者 

事業者は、建設業法第 26 条第１項に規定する主任技術者又は同第２項に規定する監理

技術者を専任で適切に配置する。また、この技術者のもとに学校ごとに現場担当者（主任

技術者）を配置する等、迅速に対応できる体制を整えること。 

 

（４）業務の報告及び書類・図書等の提出 

事業者は、施工計画書に基づき定期的に市に対して施工業務の進捗状況の説明及び報告を

行うとともに、別紙３「提出書類一覧（施工業務）」に示す書類・図書等について様式を含

めて作成の上、市に提出し、承諾を得る。 

 

２ 施工業務の基本方針 

本事業の目的及び基本方針を踏まえ、施工業務の実施にあたっては以下の方針に基づき業

務を行う。なお、以下の項目以外にも、良好な学校教育環境を確保するための配慮を行う。 
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（１）施工計画・施工体制の妥当性 

 「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に示す空調環境の供用開始時期に、確実にサービ

ス提供が可能となる確実性、妥当性の高い施工計画・施工体制とする。 

 施工期間中における学校現場の安全確保を行う。 

 施工に伴う学校教育環境及び学校周辺地域への影響（騒音、振動、粉塵、車両通行

等）に十分配慮する。 

 性能、工期、安全等を確保するため、責任が明確な体制を構築し、全対象校において

統一的な品質管理体制が可能となるよう配慮する。 

 

（２）環境負荷低減への配慮 

 施工段階においても、環境負荷の低減に配慮し、廃棄物の削減を図る。 

 

３ 施工業務の要求水準 

（１）一般的要件 

 事業者は、空調設備工事一式を施工する。 

 施工その他、空調設備及び関連機器の整備にあたって必要となる各種申請、届出等

は、事業者の責任において行う。 

 仮設、施工方法及びその他工事を行うために必要な一切の業務は、事業者が自己の責

任において行う。 

 事業者は、空調設備の施工期間中、工事現場に常に工事記録を整備する。 

 電気主任技術者の立会に要する費用等は、事業者の責任において負担する。 

 事業者は、空調設備の施工に際し、照明器具、感知器等の室内の既存物の移設が必要

となる場合には、市及び学校と協議し、市の指示に基づき、事業者の負担においてこ

れらを移設し、速やかに機能復旧等を行う。ただし、市が機能復旧等を不要としたも

のは、この限りではない。 

 事業者は、あらかじめ作成した業務水準チェックリストに基づき、施工業務の完了に

あたり、自主的に施工状況や調整の結果等の内容を検査し、その結果を報告する。な

お、業務水準チェックリストは、事前に市の確認を得ること。 

 

（２）現場作業日・作業時間 

 現場作業日、作業時間は、授業・学校行事等に影響のない範囲とし、原則、次によ

る。なお、事前に学校と作業工程について十分に協議を行う。 

 基本的な作業時間は、平日の 8:00 から 18:00 までとする。また、騒音・振動を伴う

作業は、授業に影響がない時間帯に行う。授業実施日においては、事前に学校と十分

に調整の上で行う。 

 授業実施日においては、工事車両の通行は十分に注意し事故が発生しないように行

う。ただし、登校時間帯のうち 8:00 から 8:30 までの間は工事車両の通行を禁止す
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る。その他の登校時間帯及び下校時間帯については、安全対策について学校と調整を

行い、対策を取った上で注意して通行する。 

 原則として、土曜日、日曜日及び祝日や夜間（18:00 から 8:00 まで）は作業を行わ

ない。やむを得ず、土曜日、日曜日、祝日及び夜間に作業を行う場合、近隣に配慮

し、学校の了解を得た上で作業を行う。学校管理者（校長、副校長及び教頭のことを

さす。以下同じ。）が立会できない場合は、警備管理業者と調整を行うこと。この場

合、発生する費用は事業者の負担とする。 

 放課後や土曜日、日曜日、祝日であっても、部活動等で校舎の内外が使用されること

に留意する。また、土曜日、日曜日、祝日及び夜間の作業は、連続して行わないな

ど、学校管理者が通常勤務時間外に継続的に出務することがないように十分配慮す

る。 

 

（３）エネルギー供給、設備システム等の機能確保 

 電力、ガス、水道等のエネルギー供給、既存空調設備等の設備システムは、施工期間

中も従前の機能を確保し、必要に応じて配管・配線の盛り替え等の措置を講じる。 

 施工に伴い、上記機能が一時的に停止する場合は、事前に市及び学校と協議し、必要

に応じて代替措置を講じる。 

 機械警備システムが施工上支障となる場合、市、学校及び市が委託する警備管理業者

と協議の上、必要な措置を講じる。なお、この場合、施工等は警備管理業者が行い、

必要な費用は事業者の負担とする。 

 自動火災報知設備等の防災システムは、施工中も正常な動作を担保すること。やむを

得ず稼動できない場合には、市、学校及びその他関係機関と協議し、適切な代替措置

を講じる。 

 校内ＬＡＮ設備が施工上支障となる場合、市及び学校と協議の上、必要な措置を講じ

る。なお、必要な費用は事業者の負担とする。 

 

（４）別途工事との調整 

 本事業期間中に対象校敷地内において、他の工事や作業等が行われる場合は、市及び

学校を通じ、別途工事等の請負者と十分調整を行い、本事業を円滑に進めること。 

 

（５）安全性の確保 

 施工にあたっては、学校関係者、学校利用者及び近隣住民等に対する安全確保を最優

先すること。 

 工事で使用する範囲は必要最小限とし、安全確保が必要な場所及び学校と市の要望す

る全ての箇所に安全区画を設定する。工事用車両の運行経路の決定にあたっては、学

校関係者、学校利用者及び近隣住民等の安全に十分配慮し、事前に市及び学校との協

議・調整を行うこと。 

 大型資材搬入時には警備員を配置する等、事業者の責任で安全の確保に配慮する。 

 



18 

（６）非常時・緊急時の対応 

 事故・火災発生時等の非常時・緊急時の対応について、事業者はあらかじめ防災マニ

ュアルを作成する。また、事故等が発生した場合は、防災マニュアルに従い直ちに被

害拡大の防止に必要な措置を講じる。 

 

（７）近隣対策等 

 事業者は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、臭気、有害物質の排出、熱

風、光害、電波障害、粉塵の発生、交通渋滞及びその他空調設備の設置により近隣住

民の生活環境が受ける影響を検討し、合理的な範囲の近隣対策を実施する。 

 近隣住民への影響が見込まれる場合は、事前に施工の内容、影響等について、近隣へ

の周知を行う。 

 

（８）工事現場の管理等 

 事業者は、校門付近に工事用看板を設置するほか、建設業法他関係法令等に基づき、

必要な掲示を行う。また、事前に、市及び学校管理者も含めた緊急連絡簿を市及び学

校に届け出る。 

 事業者は、空調設備の設置工事を行うにあたって使用が必要となる場所及び設備等に

ついて、各々その使用期間を明らかにした上で、事前に市及び学校に届け出て、承諾

を得る。 

 事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、上記の使用権限が与えられた場所等

の管理を行う。 

 事業者は、作業時に学校内の器物や児童及び生徒の作品等を破損しないよう十分に注

意する。破損事故等が発生した場合は、学校管理者、市に直ちに連絡し、その指示に

従う。 

 

（９）試運転調整 

 事業者は、以下の試運転調整を行う。なお、試運転調整を行う際は、電力デマンドへ

の影響を考慮して行う。 

（ア） 風量、吸込温度、吹出温度、外気温度、室温の測定（室中央部分床上 1.0ｍ） 

（イ） 室内及び室外の騒音の測定 

（ウ） 単位時間あたりのエネルギー消費量の測定（初期運転状態の記録） 

 

（１０）工事写真 

 「福岡市建築・設備工事写真撮影要領」に基づき、工事を行う箇所について、施工

前、施工中及び施工後の工事写真（JPG 形式のデータ一式（媒体は CD 又は

DVD））を提出する。 

 



19 

（１１）空調設備の引渡し 

 事業者は、令和４年６月 15 日までに、少なくとも 30 校の対象校、令和４年 12 月

28 日までに、全ての対象校の空調設備の引渡しが完了するように施工を行う。 

 上記の引渡し期限までの間において、施工が完了し準備が整った対象校から順次引渡

しを行うことができる。対象校毎の引渡し期限は提案に委ねるが、効率性に配慮した

計画とする。なお、具体的な引渡し日は提案された期限までの間において、市と協議

して決定する。 

 空調設備の引渡しは、原則として対象校毎にまとめて行う。 

 

（１２）その他 

 施工中は、「Ⅰ・７ 遵守すべき法制度等」に示す法令等や各種基準、指針等に従い、

施工に伴う災害防止及び環境の保全に努める。 

 「建築工事安全施工技術指針」を参考に、常に施工中の安全確保に留意し、現場管理

を行い、災害及び事故の防止に努める。 

 施工に伴い発生する廃棄物等（発生材）のリサイクル等、再資源化に努め、再生資源

の積極的活用に努める。 

 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場に適切な責任者をおき、建築基準法、労働

安全衛生法、その他関係法規に従って行わせる。 

 工事用車両の出入りに対する交通障害、安全の確認等、構内及び周辺の危険防止に努

める。 

 対象校敷地周辺道路への工事関係車両の駐車や待機を禁じる。 

 気象予報又は警報等には常に注意を払い、災害の被害防止に努める。 

 火気使用や火花の飛散等、火災の恐れのある作業を行う場合は火気取扱いに十分注意

し、火災防止に有効な材料等で養生するほか、消火器等を作業場所周辺に設置し、火

災防止の徹底を図る。 

 学校敷地内及び学校付近は、禁煙とする。 

 事業者は駐車場、資材置場、工事車両置場等の位置について学校に承諾を得る。 

 事業者は、自家用電気工作物の改修等に伴い、電気主任技術者の立会等の措置を講じ

る。なお、費用は事業者負担とし、必要な届出を提出する。 

 施工に必要な工事用足場について、屋外に設置するものは原則的に手すり先行枠組み

足場を使用し、墜落防止措置等を講じる。 

 事業者の提案に基づき、教室以外の天井ボード類や校舎等の仕上塗材（天井内等の隠

ぺい部分に存在する場合を含む）を施工する場合は、事業者の責任において法令を遵

守し施工を行う。  
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IV 工事監理業務要求水準 

 

１  基本事項 

（１）業務の内容 

事業者は、工事監理者を設置し、設計図書と施工内容の整合性の確認及び諸検査等の工事

監理を行い、定期的に市に対して施工及び工事監理の状況を報告する。工事監理業務には、

以下のものを含む。 

 空調設備の施工に係る工事監理業務 

 その他、付随する業務（（４）に記す業務水準チェックリストの作成及び提出、調

整、報告、申請、検査等。なお、調整業務には、学校との調整も含む。） 

 

（２）業務の期間 

「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に定める施工期間の終了日までとする。 

 

（３）工事監理者の配置 

事業者は、工事監理業務を遂行するにあたっては、以下に示す有資格者等を配置し、工事

監理業務着手前に市の承認を得る。また、事業者は、工事監理者の承認を市から得た後、学

校に通知する。なお、工事監理業務の履行期間中において、その者が工事監理者として著し

く不適当と市がみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じる。 

 工事監理の業務を行う企業は、当該対象校の空調設備の施工業務を担当した企業であ

ってはならず、また、これらの企業と相互に資本面若しくは人事面において関連のあ

る企業であってはならない。 

 工事監理者の資格要件は、「Ⅱ・１（３）設計体制及び管理技術者の配置」に示す設

計業務にあたる者の資格要件に準じる。 

 

（４）業務の報告及び書類・図書等の提出 

事業者は、定期的に市に対して、施工及び工事監理の状況の説明及び報告を行うととも

に、別紙４「提出書類一覧（工事監理業務）」に示す書類・図書等を市に提出し、承諾を得

る。 

 

２ 工事監理業務の基本方針 

 設計段階から、施工、設備の引き渡しまでの期間において、市及び設計者、施工者と

の調整を適宜行い、「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に定める日に確実に供用開始が

できるよう、工程管理を行う。 
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３ 工事監理業務に関する要求水準 

（１）一般的要件 

 事業者は、以下の業務のほか、空調設備の設置工事の適切な監理に必要な業務を行

う。 

（ア） 空調設備の設置及び関連工事等業務の工事監理を行う。 

（イ） 空調設備の設置及び関連工事等業務で作成する全ての書類、図書が事業契約等に

定めるとおりであるかの審査を行う。 

（ウ） 協議記録を作成し、市に提出する。 

 事業者は、工事監理業務の完了にあたって、業務水準チェックリスト（あらかじめ、

市との協議によって事業者が作成する。）に基づき、自主的に工事監理記録等の内容

を検査し、その結果を市に報告する。 

 事業者は、市及び学校に対し工事監理の状況を報告し、市の確認を受ける。ただし、

この確認は、施工の状況、業務水準に関して市が承認したことを意味するものではな

い。また、事業者は、市又は学校が要請したときには、施工の事前及び事後報告、施

工状況の随時報告を行う。 

 事業者は、施工完了時に完成検査を行う。 

 事業者は施工が完了するごとに、市に対して完成検査の結果報告を行うとともに、学

校に対しても、完成検査の結果報告を行う。 

 事業者は施工記録を用意して、現場で市の確認を受け、市は空調設備の状態が事業契

約で定める空調設備の水準(以下「性能基準」という。)に適合するか否かについて確

認を行う。ただし、この確認は、空調設備の性能基準に関して市が承認したことを意

味するものではない。なお、空調設備の性能基準に関しては、事業契約期間中にわた

り事業者が担保する義務を有する。確認の結果、性能基準を満たしていない場合に

は、市は補修又は改善を求める。 

 

（２）事業者による完成検査 

 事業者は、本事業において選任された工事監理者のうち当該対象校の施工業務を担当

した者以外の者の中から検査員を選定し、完成検査を行う。 

 事業者は、完成検査及び試運転の実施については、事前に市に通知する。 

 市は、事業者が実施する完成検査及び試運転に立ち会うことができる。 

 事業者は、市に対して完成検査記録やその他の検査結果の写しを提出し、完成検査及

び試運転の結果を報告する。 

 

（３）市による完工確認 

 市は、事業者による前項の完成検査及び試運転の終了後、事業者立会いの下で完工確

認を実施する。 
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V 所有権移転業務要求水準 

 

事業者は、市による完工確認が終了した際には、市に対して、空調設備の所有権を移転する。 

また、事業者は、市が行う交付金申請手続きに対して協力を行う。 
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VI 維持管理業務要求水準 

 

１  基本事項 

（１）業務の内容 

事業者は、業務水準に基づき、空調設備の設置時の機能及び性能等を常に発揮できる最適

な状態に保ち、利用者が安全かつ快適に利用できるような品質、水準を保持するための維持

管理業務を行う。維持管理業務には以下のものを含む。 

 

 空調設備の維持管理のための事前調査業務 

 事業期間にわたる空調設備の性能の維持に必要となる一切の業務（点検、保守、修

繕、フィルター清掃、消耗品交換、その他一切の設備保守管理業務等（デマンドコン

トローラーを設置した場合は、運用状況を踏まえたデマンドコントローラーの適切な

設定を含む）） 

 緊急時対応業務（問合せ対応、緊急修繕等） 

 空調設備の運用に係るデータ計測・記録業務 

 空調設備の運用に係るアドバイス業務（機器の使用方法に係る説明書の作成等） 

 空調設備の法定点検業務（フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

（以下「フロン排出抑制法」という。）に基づく点検業務等） 

 その他、付随する業務（業務水準チェックリストの作成及び提出、業務マニュアルの

作成、学校調整、維持管理記録の提出・報告、セルフモニタリングによる確認・報

告、市が行うモニタリングへの協力等。なお、調整業務には、学校との調整も含

む。） 

なお、エネルギー供給は、本事業の範囲に含めない。空調設備の運転に必要となるエ

ネルギー費用は、市が負担する。 

 

（２）業務の期間 

「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に定める期間とする。 

 

（３）維持管理担当技術者の配置 

事業者は、維持管理業務の遂行にあたって、以下に示す技術者等を担当技術者と決めて配

置し、初回引渡しの１箇月前までに市の承認を得る。また、事業者は、担当技術者の承認を

市から得た後、学校に通知し、業務にあたらせる。なお、維持管理業務の履行期間中におい

て、担当技術者を変更する場合も事前に市の承認を得ることとし、その者が担当技術者とし

て著しく不適当と市がみなした場合、事業者は、速やかに適正な措置を講じる。 

 フロン排出抑制法に基づく定期点検を実施する担当技術者は、業務開始時点におい

て、冷媒フロン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な知見を有する者とす

る。 
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（４）業務の報告及び書類・図書等の提出 

事業者は、以下の計画書及び報告書を作成し、市へ提出する。 

① 維持管理業務計画書の提出 

 事業者は、維持管理業務の実施に必要となる計画書、手順書、帳票等（以下、維持管

理業務計画書という。）を作成し、初回引渡しの１箇月前までに市の承諾を得る。維

持管理業務計画書に記載する内容は以下に示すとおり。 

（ア） 業務の内容、業務実施体制、業務実施の手順、各手順の内容・実施基準、業務実

施結果の記録方法、市への報告内容・連絡方法、業務の内容・体制・手順等の見

直し・改善の方法・手順、その他必要となる文書・帳票・様式（基準表、点検記

録表等） 

② 年度業務計画書の提出 

 事業者は、事業年度が開始する１箇月前までに、各対象校における維持管理業務の業

務計画を記載した年度業務計画書を作成し、市の承諾を得る。ただし、初年度は初回

引渡しの１箇月前までに行う。 

③ 月次報告書の提出 

 事業者は、事業契約に定めるとおり、当該期間の空調設備の維持管理業務の状況に関

する月次報告書を作成し、市に提出し、確認を得る。 

 上記の報告書の内容は、以下に示すもののほか、必要に応じて追加する。 

（ア） 対象教室別室内温度等測定記録（当該月に測定対象となった学校における対象教

室分） 

（イ） 維持管理実施記録 

④ 年度業務実績報告書の提出 

 事業者は、事業契約に定める当該期間の空調設備の維持管理業務に関する年度業務実

績報告書を作成し、市に提出し、確認を得る。 

 上記の報告書の内容は、各事業年度の月次報告書の取りまとめのほか、必要に応じて

追加する。 

 

２ 維持管理業務の基本方針 

本事業の目的及び基本方針を踏まえ、維持管理業務の実施にあたっては以下の方針に基づ

き業務を行う。なお、以下の項目以外にも、良好な学校教育環境を確保するための配慮を行

う。 

 

（１）維持管理計画・維持管理体制の妥当性、モニタリングの仕組み 

 事業期間にわたり、適切な維持管理品質を確保する維持管理計画を立案し、維持管理

体制において責任を明確にし、機動性のある対応が可能な業務体制を構築する。 

 維持管理段階でのモニタリングを効果的かつ効率的に実施する仕組みを構築し、空調

設備の性能劣化を防止し、業務を確実に遂行する。 
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（２）緊急時の対応等 

 機器の故障等の不具合発生時には、迅速な対策がとれる体制を構築するとともに、改

善等の処置が効率的に行えるよう対策を講じる。 

 市及び学校からの問合せ・照会等に対して、迅速に対応できる体制を構築する。 

 

（３）事業終了後への配慮 

 事業期間終了後も一定の性能が確保されるための維持管理上の配慮を行う。 

 

（４）環境負荷低減への配慮 

 事業期間にわたって、空調環境の提供のために消費するエネルギー量の削減や冷媒漏

洩量の削減等、環境負荷を低減するための工夫を行う。 

 性能劣化を防止するとともに、エネルギー消費量の削減による二酸化炭素排出量の抑

制や温暖化係数の高い冷媒漏洩量を抑制する法定点検の実施に配慮した維持管理計画

を策定する。 

 消費エネルギー量の削減や冷媒漏洩量の削減等を目的として、対象校における空調設

備の適切な運用を促す助言等を行う。 

 

（５）ライフサイクルコスト縮減への配慮 

 エネルギーコストの削減に配慮する等、ライフサイクルコストの抑制に配慮する。 

 

３ 維持管理業務に関する要求水準 

（１）一般的要件 

 事業者は、「Ⅰ・８ 本事業のスケジュール」に定める維持管理期間、対象教室におい

て、空調環境を提供可能な状態に保つ。 

 事業者は、シーズンイン点検（年２回）を行う。 

 事業者は事業期間にわたって、シーズン（夏季・冬季）ごとに対象校のうち２校の対

象教室において、測定機材を用いて室内温度及び外気温度等を測定し、提供条件の確

認を行い、市及び学校に報告する。なお、対象となる学校及び教室は市が指定する。 

 学校で作業を行う時期については、市及び学校が指定する時期に行う。 

 

（２）空調環境の提供条件 

基本的な空調環境の提供条件は、別紙６「空調環境の標準提供条件」のとおり。 

 

（３）保全 

 事業者は本事業において導入した空調設備及び関連機器並びに供給設備を事業契約期

間内において継続的に利用できる状態に保つために必要な点検、保守、清掃及び経常

的修繕を行う（フィルターの清掃、消耗品の交換等、デマンドコントローラーを導入

した場合はその調整等を含む）。ただし、受電設備に関する保安管理業務は除く。 
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 性能基準が満たされていない場合は、市又は学校の指示に基づき、所要の性能を速や

かに回復するよう適切な処置を施す。 

 本事業においてデマンド監視装置の設定変更、改造又は更新等を行った場合で、空調

設備の運用に伴い、警報等が頻発し、学校教育活動等に支障が生じた場合は、速やか

に対応を行う。 

 各業務の実施にあたっては、学校と十分協議の上、学校教育活動等に支障のないよう

留意する。 

 

（４）修繕及び代替品の調達等 

 事業者は、市又は学校から故障等の発生について連絡を受けた場合には、速やかに内

容を調査し、市及び学校に報告するとともに、迅速に対応策を講じる。 

 上記の調査の結果、故障等によって、空調環境の継続的提供が困難になった場合に

は、速やかに、性能基準を満たす代替品を調達し、空調環境を提供できる状態にす

る。 

 

（５）空調設備の運用方法についての適正化に関する助言 

 事業者は、空調環境の提供開始時までに、各対象校に設置する空調設備の取扱方法及

び操作方法等を記載した「操作マニュアル」を作成し、学校に提供する。 

 事業者は、空調環境の提供開始時までに、学校又は教職員に対し、各対象校におい

て、空調設備の取扱方法及び操作方法についての説明、助言を行う。 

 事業者は、市又は学校から空調設備の取扱方法及び操作方法等について質問を受けた

場合には、迅速かつ適切に説明及び助言を行う。 

 事業者は、省エネルギーの推進等、空調設備の効率的な運用のために改善の余地があ

る対象校には、市及び当該学校に対して、空調設備の効率的な運用のための助言を行

う。 

 

（６）法定点検 

 フロン抑制法に基づく「Ⅳ・１・（３）維持管理担当技術者の配置」に規定する有資

格者による定期点検（３年に１回）を実施し、その結果を記録し、市及び学校に報告

する。なお、フロン抑制法に基づく簡易点検については、シーズンイン点検とあわせ

て年２回実施する。 

 アの点検により、冷媒の漏洩が認められた場合、市及び学校に報告し、速やかに対策

を講じる。 
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VII 移設等業務要求水準 

 

１  基本事項 

（１）業務の内容 

移設等業務には以下の業務を含む。 

 事業契約期間中に対象校の統廃合、移転、改修・増改築工事、設備工事等により空調

設備の移設、増設、廃棄等（以下「移設等」という。）が必要となった場合の本事業

により整備した空調設備の移設等業務 

なお、空調設備の移設等業務にかかる費用は、別途に締結する契約に基づき、市が負

担する。 

 

（２）業務を行う者の要件 

移設等業務を行う者は、移設等業務に係る契約を締結する時点において、市が「福岡市競

争入札有資格者名簿」への登載を希望する者に対して求める要件を満たし、業務を行うにあ

たり、必要となる資格を持つ者を配置できることとする。なお、市内業者が業務を行うよう

努めること。 

 

２ 移設等業務に関する要求水準 

（１）一般的要件 

 移設等業務を行う者は、対象校の学級増、統廃合、改修・増改築工事等により、空調

設備の移設等が必要となった場合、市の指示に基づき業務を実施する。 

 上記の空調設備の移設等に係る費用は、市の負担とし、市は、当該移設等に係り別途

に締結する契約に基づき、当該移設等の費用を支払う。支払方法は協議して定める。 
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VIII 経営管理に関する要求水準 

 

事業者は、事業期間を通じて、責任ある事業主体として、業務水準に基づき、適正かつ確

実に本事業を遂行する。そのため、自らの経営について適切に管理し、事業の安定性を維持

するとともに、各業務を効率的かつ効果的に実施できる体制を構築し、各業務の実施につい

て総合的に管理する。 

 

１ 事業者に求められる基本的事項 

（１）事業者に関する事項 

事業者は、事業期間を通じて、責任ある事業遂行を図ることができるよう、次に掲げる事

項を満たすこと。 

 会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定める株式会社として福岡市内に設立するこ

と。 

 定款において、本事業の実施のみを事業者の目的とすることを規定すること。 

 定款において、会計監査人及び監査役を置くことを規定すること。 

 定款において、株式の譲渡制限を規定すること。 

 創立総会又は株主総会において、取締役及び監査役を選任すること。 

 全ての株主が、事業計画にあらかじめ示された出資者であること。 

 全ての株主が、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、原則として事業期間が

終了するまで株式を保有していること。 

 全ての株主が、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、事業契約が終了するま

で、株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと。 

 全ての構成員が特別目的会社（ＳＰＣ）に出資すること。このうち代表企業の出資比

率は、出資者中最大とすること。 

 

２ 事業者の経営等に関する報告 

事業者は、次に掲げる経営等に係る書類を提出すること。 

 

（１） 定款の写し 

事業者は、自らの定款の写しを、特別目的会社の設立後７日以内（閉庁日を含む。ただ

し、期限日が閉庁日の場合はその翌日とする。以下同じ。）に市に提出する。また、定款に

変更があった場合には、その変更後７日以内に変更後の定款の写しを市に提出する。 

 

（２） 株主名簿の写し 

事業者は、会社法第 121 条に規定する自らの株主名簿の写しを、特別目的会社の設立後７

日以内に市に提出する。また、株主名簿に記載又は記録されている事項に変更があった場合

には、その変更後７日以内に変更後の株主名簿の写しを市に提出する。 
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（３） 実施体制図 

事業者は、本事業に係る実施体制図を、事業契約の締結後７日以内に市に提出する。ま

た、本事業に係る実施体制に変更があった場合には、その変更後７日以内に変更後の実施体

制図を市に提出する。 

 

（４） 事業者が締結する契約又は覚書等 

① 契約又は覚書等の一覧 

事業者は、本事業に関連して、市以外を相手方として自ら締結し、又は締結する予定の

契約又は覚書等の一覧（事業者又は構成員若しくは協力企業が締結する保険の一覧も含

む。）を、事業契約の締結後７日以内に市に提出する。また、締結し、又は締結する予定

の契約又は覚書等に変更があった場合には、その変更後７日以内に変更後の一覧を市に提

出する。 

② 契約又は覚書等 

事業者は、市以外の者を相手方として契約又は覚書等を締結する場合（事業者又は構成

員若しくは協力企業が保険契約を締結する場合も含む。）には、契約締結日の 14 日前まで

及び契約締結後 14 日以内に、当該契約書類又は覚書等の写しを市に提出する。また、当

該契約書類及び覚書等の内容を変更する場合には、契約変更日の 14 日前まで及び契約変

更後 14 日以内に、変更後の契約書類又は覚書等の写しを市に提出する。ただし、契約の

内容により、事業者の経営に影響が少ないものとして市が承諾した場合には、提出を省略

することができる。 

 

（５） 株主総会の資料及び議事録 

事業者は、自らの株主総会（臨時株主総会を含む。）の会日から 14 日以内に、当該株主総

会に提出又は提供をされた資料及び当該株主総会の議事録又は議事要旨の写しを市に提出す

る。 

 

（６）取締役会の資料及び議事録 

事業者は、取締役会を設置している場合は、取締役会の会日から 14 日以内に、当該取締

役会に提出又は提供をされた資料及び当該取締役会の議事録又は議事要旨の写しを市に提出

する。 

 

（７）年度収支報告書 

事業者は、定時株主総会の会日から 14 日以内に、次に掲げる計算書類等を含む年度収支

報告書を市に提出する。市は、当該計算書類等を公開できるものとする。 

なお、事業者の決算期は毎年３月 31 日とする。 

 当該定時株主総会に係る事業年度における監査済みの会社法第 435 条第 2 項に規定

する計算書類及び附属明細書 

 上記アに係る監査報告書の写し 

 当該事業年度におけるキャッシュフロー計算書その他、市が合理的に要求する書類 
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別紙１ 対象校一覧 

 

１ 西部地域小学校 

通し 

番号 

学校 

番号 
学校名 所在地 電話 対象教室数 

1 2 当仁小学校 中央区唐人町三丁目１番４５号 741-2701 4 教室 

2 10 春吉小学校 中央区春吉一丁目１７番３８号 751-6386 4 教室 

3 12 草ケ江小学校 中央区草香江二丁目３番５号 771-3815 5 教室 

4 16 原小学校 早良区原二丁目５番１号 821-2535 4 教室 

5 17 長尾小学校 城南区長尾五丁目１番１号 871-2271 4 教室 

6 22 高宮小学校 中央区白金二丁目１５番４０号 522-8213 4 教室 

7 23 姪浜小学校 西区姪の浜二丁目１０番６号 891-3421 4 教室 

8 29 壱岐小学校 西区拾六町三丁目２１番１号 881-1568 5 教室 

9 32 今津小学校 西区今津４８０８番地 806-2004 4 教室 

10 34 高取小学校 早良区昭代二丁目１５番５１号 821-6636 4 教室 

11 35 鳥飼小学校 城南区鳥飼四丁目１３番２号 831-4238 4 教室 

12 37 赤坂小学校 中央区赤坂二丁目５番２０号 721-1636 4 教室 

13 38 百道小学校 早良区百道三丁目１番１号 821-2183 4 教室 

14 41 田隈小学校 早良区田隈二丁目７番１号 871-3706 4 教室 

15 52 南当仁小学校 中央区鳥飼二丁目４番６１号 741-8792 4 教室 

16 56 笹丘小学校 中央区笹丘二丁目２５番１号 731-0756 5 教室 

17 57 内浜小学校 西区姪の浜五丁目８番８号 881-0273 4 教室 

18 58 室見小学校 早良区室見三丁目３番１号 831-3783 4 教室 

19 59 別府小学校 城南区別府六丁目９番１号 821-1238 4 教室 

20 65 北崎小学校 西区大字小田１３８５番地 809-2115 4 教室 

21 69 小笹小学校 中央区平和五丁目１３番１号 522-8217 5 教室 

22 70 七隈小学校 城南区七隈四丁目２５番８号 871-3900 4 教室 

23 72 原西小学校 早良区原五丁目１６番１０号 831-6960 4 教室 

24 74 原北小学校 早良区南庄四丁目５番４０号 821-5586 5 教室 

25 78 堤小学校 城南区樋井川六丁目２７番５６号 861-2785 4 教室 

26 79 飯倉小学校 早良区飯倉七丁目３０番９号 801-4400 4 教室 

27 82 城南小学校 城南区茶山六丁目２０番１号 851-5154 5 教室 

28 87 金山小学校 城南区松山一丁目２０番５６号 861-5313 4 教室 

29 88 下山門小学校 西区下山門四丁目１５番１号 891-1688 5 教室 

30 95 脇山小学校 早良区大字脇山２５５８番地 804-2805 4 教室 

31 96 内野小学校 早良区内野八丁目１５番１号 804-2207 4 教室 

32 98 入部小学校 早良区東入部二丁目２１番１５号 804-2902 4 教室 
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通し 

番号 

学校 

番号 
学校名 所在地 電話 対象教室数 

33 100 有田小学校 早良区有田八丁目１７番１号 861-1235 4 教室 

34 101 壱岐南小学校 西区戸切二丁目１７番１号 811-0955 5 教室 

35 103 片江小学校 城南区片江四丁目５番１号 862-1600 4 教室 

36 105 西陵小学校 西区生の松原三丁目９番２号 881-1702 4 教室 

37 107 福浜小学校 中央区福浜一丁目２番１号 771-0125 4 教室 

38 108 南片江小学校 城南区南片江二丁目９番１号 862-2311 4 教室 

39 113 四箇田小学校 早良区四箇田団地５６番１号 811-6103 4 教室 

40 115 石丸小学校 西区石丸三丁目９番２５号 881-1336 4 教室 

41 119 福重小学校 西区福重四丁目２５番１号 882-0400 4 教室 

42 121 飯原小学校 早良区原七丁目３番１号 862-2155 4 教室 

43 126 堤丘小学校 城南区堤一丁目１６番１号 863-7611 4 教室 

44 128 城原小学校 西区上山門一丁目２７番１号 882-0333 4 教室 

45 131 早良小学校 早良区早良一丁目８番１号 804-5550 4 教室 

46 135 田村小学校 早良区田村三丁目３２番１号 864-4362 4 教室 

47 139 飯倉中央小学校 早良区飯倉三丁目６番３５号 845-5425 4 教室 

48 141 小田部小学校 早良区小田部六丁目４番１号 845-8330 4 教室 

49 143 百道浜小学校 早良区百道浜四丁目２４番１号 845-7750 4 教室 
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２ 西部地域中学校 

通し 

番号 

学校 

番号 
学校名 所在地 電話 対象教室数 

1 12 警固中学校 中央区赤坂二丁目５番２３号 771-2031 8 教室 

2 14 城西中学校 城南区鳥飼六丁目４番１号 821-0938 7 教室 

3 15 百道中学校 早良区百道三丁目１８番１１号 821-1738 7 教室 

4 16 西福岡中学校 早良区小田部三丁目３２番１号 821-5333 8 教室 

5 17 姪浜中学校 西区愛宕浜一丁目３２番１号 881-1038 7 教室 

6 18 玄洋中学校 西区横浜二丁目３４番１号 806-0041 5 教室 

7 25 友泉中学校 中央区笹丘一丁目２２番１号 751-2388 8 教室 

8 30 金武中学校 早良区四箇三丁目１番３号 811-3974 7 教室 

9 32 城南中学校 城南区茶山六丁目１９番１号 821-4833 8 教室 

10 33 元岡中学校 西区大字田尻１０８番地 806-1039 7 教室 

11 34 北崎中学校 西区大字小田１３８３番地 809-2621 6 教室 

12 37 梅林中学校 城南区梅林三丁目６番１号 871-4100 8 教室 

13 38 長尾中学校 城南区樋井川四丁目１３番１号 871-2998 7 教室 

14 43 原中学校 早良区飯倉四丁目３４番５８号 801-4688 8 教室 

15 45 壱岐中学校 西区拾六町二丁目１６番１号 811-0551 6 教室 

16 46 早良中学校 早良区内野七丁目１番１号 804-2206 7 教室 

17 48 原北中学校 早良区小田部七丁目１１番１号 851-3344 8 教室 

18 50 西陵中学校 西区生の松原三丁目９番１号 881-1733 7 教室 

19 51 田隈中学校 早良区田村四丁目２５番１号 864-2479 8 教室 

20 55 次郎丸中学校 早良区次郎丸六丁目３番１号 862-3711 7 教室 

21 59 片江中学校 城南区南片江六丁目２７番１号 871-6221 7 教室 

22 60 壱岐丘中学校 西区羽根戸３０３番地１ 811-7731 7 教室 

23 62 下山門中学校 西区下山門三丁目１２番１号 882-6361 7 教室 

24 65 原中央中学校 早良区原一丁目３６番１号 845-5415 7 教室 
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別紙２ 提出書類一覧表（設計業務） 

 

市に提出する書類・図書等は、以下に指定する部数、様式にて作成する。提出媒体について

は、適宜協議できるものとする。 

 

１ 着手前に提出する書類・図書等 

No. 書類名称 
部

数 

様

式 

提出媒体 
備 考 

紙 電子 

1 業務水準チェックリスト※１ 1 A4 ● ●  

2 設計計画書 1 A4 ● ● 協力企業体制表、業務工程表 

3 管理技術者等届 1 A4 ●  経歴書等を含む 

※１ 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確

認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 

 

２ 完了時に提出する書類・図書等 

No. 書類名称 
部

数 

様

式 

提出媒体 

備 考 
紙 

電

子 

1 業務水準チェックリスト※２ 1 A4 ● ●  

2 業務完了届 1 A4 ●  対象校ごと 

3 成果物納入届 1 A4 ●  対象校ごと 

4 協議記録 1 A4  ● 対象校ごと 

5 設計図 1 A4 ● ● 対象校ごと、A3 二つ折り製本 

6 設計計算書 1 A4  ● 対象校ごと 

7 
月別・年度別想定エネルギー

量計算書 
1 A3  ● 対象校別と全対象校の集計 

※２ 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしていることを確

認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 
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別紙３ 提出書類一覧表（施工業務） 

 

市に提出する書類・図書等は、以下に指定する部数、様式にて作成する。提出媒体について

は、適宜協議できるものとする。 

 

１ 着手前に提出する書類・図書等 

No. 書類名称 
部

数 

様

式 

提出媒体 

備 考 
紙 

電

子 

1 業務水準チェックリスト※３ 1 A4 ● ● 対象校ごと 

2 着手届 1 A4 ●  対象校ごと 

3 
現場担当者等(監理技術者、主

任技術者)届 
1 A4 ●  対象校ごと 

4 
経歴書(監理技術者、主任技術

者) 
1 A4 ●  対象校ごと 

5 使用資材一覧表 1 A4  ● 対象校ごと 

6 施工計画書 1 A4 ●  対象校ごと、仮設計画、防災

マニュアル含む 

7 予定工程表 1 A3 ● ● 対象校ごと 

8 施工体制台帳 1 A4 ●  対象校ごと(機械設備、電気

設備ごと) 

9 
建設業退職金共済組合掛金収

納書等 
1 A4 ●   

10 工事保険証書の写し 1 A4 ●   

11 登録のための確認のお願い １ A4 ●  コリンズ 

※３ 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしているこ

とを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 

 

２ 施工中に提出する書類・図書等 

No. 書類名称 
部

数 

様

式 

提出媒体 

備 考 
紙 

電

子 

1 業務水準チェックリスト※４ 1 A4 ● ● 
対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

2 納入仕様書 1 A4  ● 
対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

3 実施工程表 1 A4 ● ● 
対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 
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4 施工図 1 A3  ● 
対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

5 施工体制台帳 1 A4 ●  対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

6 
関係官庁届出書類の届出済書

類の写し 
1 A4  ● 

対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

7 機器搬入計画書 1 A4  ● 
対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

8 産業廃棄物管理票(写し) 1 A4 ●  対象校ごと 

9 協議記録 1 A4  ● 
対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

※４ 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしているこ

とを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 

 

３ 市による完工確認時に提出する書類・図書等 

No. 書類名称 
部

数 

様

式 

提出媒体 

備 考 
紙 

電

子 

1 業務水準チェックリスト※５ 1 A4 ● ● 対象校ごと 

2 工事完了届 1 A4 ●  対象校ごと 

3 工事写真 1 A4  ● 
対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと) 

4 建設物副産物処理報告書 1 A4  ● 対象校ごと 

5 産業廃棄物管理票(写し) 1 A4 ●  対象校ごと 

6 協議記録 1 A4  ● 対象校ごと 

7 完成図 2 A4 ● 
● 

1 部 

対象校ごと(機械設備、電気設

備ごと)、A3 二つ折り製本(1

部は対象校へ納品) 

8 機器完成図 1 A4  ● 対象校ごと 

9 機器性能試験報告書 1 A4  ● 対象校ごと 

10 機器取扱説明書 1 A4 ●  対象校ごと、対象校へ納品 

11 機器納入者連絡先表 1 A4  ● 対象校ごと 

12 試運転調整記録 1 A4  ● 対象校ごと 

13 完成確認報告書 1 A4  ● 対象校ごと 

14 保証書 1 A4 ●  対象校ごと 

15 付属工具リスト 2 A4 ● ● 対象校ごと、対象校へ納品 
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16 
関係官庁届出書類の届出済書

類の写し 
1 A4 ●  対象校ごと 

17 
建設業退職金共済制度に係る

報告書 
1 A4 ●   

18 登録内容確認書 1 A4 ●  コリンズ 

※５ 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしているこ

とを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 
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別紙４ 提出書類一覧表（工事監理業務） 

 

市に提出する書類・図書等は、以下に指定する部数、様式にて作成する。提出媒体について

は、適宜協議できるものとする。 

 

１ 着手前に提出する書類・図書等 

No. 書類名称 
部

数 

様

式 

提出媒体 

備 考 
紙 

電

子 

1 業務水準チェックリスト※６ 1 A4 ● ● 対象校ごと 

2 工事監理者届 1 A4 ●  対象校ごと 

３ 工事監理計画書 １ A4  ● 対象校ごと 

４ 工事監理着手届 1 A4 ●  対象校ごと 

※６ 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしているこ

とを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 

 

２ 完了時に提出する書類・図書等 

No. 書類名称 
部

数 

様

式 

提出媒体 

備 考 
紙 

電

子 

1 業務水準チェックリスト※７ 1 A4 ● ● 対象校ごと 

2 業務完了届 1 A4 ●  対象校ごと 

3 完成検査記録 1 A4  ● 対象校ごと 

4 協議記録 1 A4  ● 対象校ごと 

※７ 必要な提出図書に不備・不足がないこと、図書に記載の内容が業務水準を満たしているこ

とを確認したことを示す一覧表を、様式を含めて作成し提出すること。 
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別紙５ 設計用屋外・屋内条件 

 

１ 屋外条件 

 

季節 夏季 
冬季 

時刻 9:00 12:00 14:00 

乾球温度[℃] 31.7 34.6 34.8 1.8 

絶対湿度[g/kg(DA)] 19.6 19.8 20.2 2.5 

最多風向 N NNW 

 

２ 屋内条件 

 

季節 夏季 冬季 

乾球温度[℃] 28 19 

相対湿度[％]※８ 50 40 

日射負荷 遮蔽係数 SC=0.97※９  

照明負荷 消費電力[W/m2] 8  

人体負荷 

在室人員[人] 41  

顕熱 SH[W/人] 51  

潜熱 LH[W/人] 47  

外気負荷 外気量[m3/h] 1,110※１０、※１１ 

※８ 相対湿度は、負荷算定のために使用する数値を示すが、夏季の除湿再熱や冬季の加湿の提

案を妨げるものではない。 
※９ ブラインドはないが、カーテンは対象校によって仕様が異なるため、遮蔽係数は上表の値

を使用するものとする。ただし、庇やバルコニーなどが設置されている場合は、その形状に

応じた遮蔽係数を考慮することができる。 
※１０ 対象教室に上表の外気量を満たす換気設備が設置されていない場合でも、換気の基準と

して、二酸化炭素は、1,000ppm 以下を満たすように、空調熱負荷計算を行うこと。参考とし

て、標準の特別教室 96 ㎡であると、3.9 回／時が換気回数となる。 
※１１ 対象教室によっては、上表の外気量を上回る換気設備が設置されているが、常時運用す

るものでないことから、空調熱負荷計算は、上表の数値を用いるものとする。 
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別紙６ 空調環境の標準提供条件 

 

下記の空調環境の標準提供条件は、あくまでエネルギー消費量を試算するための条件であり、

実際の運用において、この条件通りに空調設備を運転することを約束するものではない。 

 
 夏季 冬季 

運用室内温度[℃］ 28 19 

標準提供時期等 

月 提供日数 負荷率 月 提供日数 負荷率 

６月 20 日 35% 12 月 15 日 45% 

７月 15 日 70% １月 20 日 60% 

８月 10 日 80% ２月 20 日 60% 

９月 20 日 50% ３月 15 日 35% 

合計 65 日  合計 70 日  

標準提供時間 8:00～16:00（8 時間/日） 

 


